
２０２０年６月２２日 

Ｐ Ａ Ｓ Ｍ Ｏ 協 議 会 

 

交通系ＩＣカードを発行している株式会社パスモは、総務省が推進するマイナポイント事業（以下、

「本事業」といいます。）へ参加し、本事業の実施期間においてＰＡＳＭＯマイナポイント加算サー

ビス（以下、「本サービス」といいます。）を実施することとなりました。 

対象期間中に本サービスに登録済みＰＡＳＭＯにチャージすると、チャージ額に応じたマイナポイ

ントが貯まり、当社指定の場所にて、1 ポイント＝1 円に換算し、ＰＡＳＭＯにチャージいただけ

ます。 

ＰＡＳＭＯならびに本サービスをぜひご利用ください 。 

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

【本サービスの概要】 

 

１．サービス名称     「ＰＡＳＭＯマイナポイント加算サービス」 

 

２．ポイント集計期間   2020 年 9 月１日（火）～2021 年 3 月 31 日（水） 

               ※ 会員登録は 2020 年 7 月 1 日（水）から開始いたします。 

 

３．サービス内容     あらかじめ本サービスに会員登録の上、総務省の専用サイトからマイキー

ＩＤを取得し、同サイトから希望する決済サービスとしてＰＡＳＭＯを選

択します。登録済みのＰＡＳＭＯで登録日以降（ただしポイント集計期間

中）にチャージをすると、チャージ額の 25%分のＰＡＳＭＯマイナポイ

ントが加算されます。（上限 5,000 ポイント） 

 

４．ポイント受取時期    

（１）期間中チャージ額の累計が 20,000 円以上のお客様 

累計 5,000 ポイントが加算された（累計 20,000 円以上チャージした）月の約３か月後に、

ポイントをＰＡＳＭＯへチャージいただけます。 

例）2020 年 11 月末までに 20,000 円以上をチャージ 

⇒2021 年 2 月中旬ごろに 5,000 ポイントをＰＡＳＭＯへチャージできます。 

総務省が推進するマイナポイント事業にＰＡＳＭＯが参加します！ 

～「ＰＡＳＭＯマイナポイント加算サービス」を期間限定で実施します～ 

                             



   （２）期間中チャージ額の累計が 20,000 円未満のお客様 

ポイント集計期間中のチャージ額の累計が 20,000 円未満の場合は、ポイント集計期間終了

から約３カ月後の 2021 年６月中旬ごろに１ポイントを１円に換算して登録済みＰＡＳＭＯ

にチャージできます。 

※ポイント受取の詳細は、ご登録いただいたメールアドレス宛にお送りするメールにてお知らせい

たします。 

 

５．対象者        ＰＡＳＭＯをお持ちのお客様で、①事前に（株）パスモが開設する専用サ

イトから会員登録した後に、②総務省の専用サイトからマイキーＩＤを取

得し、希望する決済サービスとしてＰＡＳＭＯを選択した方（記名ＰＡＳ

ＭＯ・無記名ＰＡＳＭＯいずれも対象） 

＜本サービス専用サイト＞ https://www.pasmo-mynapoint.jp/ 

               ＜総務省専用サイト＞ https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/ 

 

６．お問い合わせ先   「ＰＡＳＭＯマイナポイント加算サービス」コールセンター 

TEL：０５７０－０１－２８０７＜ナビダイヤル＞ 

営業時間：１０：００～１８：００（年中無休） 

 

※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。 

 




